
 

中国四国地区国立病院薬剤師会会則 

 

（名 称） 

第１条 本会は中国四国地区国立病院薬剤師会という。本部を会長施設の薬剤部（科）に置く。 

 

（構 成） 

第２条 本会は次の会員によって構成する。 

（１）正会員  中国四国地区の独立行政法人国立病院機構に属する施設及び国立ハンセン病療

養所に勤務する薬剤師 

（２）特別会員 理事会の推薦により総会で承認する。 

 

（目 的） 

第３条 中国四国地区の独立行政法人国立病院機構に属する施設及び国立ハンセン病療養所

に勤務する薬剤師の質的向上と相互の親睦を図り、薬剤部（科）の充実並びに病院薬学の進歩発

展によって厚生福祉の増進に寄与することを目的とする。 

 

（事 業） 

第４条 前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

（１）薬学の研究・発展に関する事項 

（２）中四薬研実行委員会の運営に関する事項 

（３）薬剤業務の研究・研修に関する事項 

（４）研究及び調査資料の交換、連絡、配布等広報に関する事項 

（５）他部門との連携、交流に関する事項 

（６）その他、目的達成に必要な事項 

 

（運 営） 

第５条 本会運営のため次の会議を開く。 

（１）総会 

（２）理事会 

２．事業の企画・遂行のため次の部・委員会を置く。 

（１）総務部 薬剤師会の企画運営 

（２）制度部 会則・規程等の制定と改定、各種情報提供 

（３）財務部 財産の管理および会計 

（４）広報部 会誌・ホームページ・名簿等広報活動 

（５）学術部 各委員会の運営調整 

３．学術部には次の委員会を置く。 

（１）中四薬研実行委員会 

（２）がん委員会 

（３）治験・臨床研究委員会 

（４）ＮＳＴ委員会 

（５）医療安全委員会 



 

（６）ＩＣＴ・ＡＳＴ委員会 

（７）緩和ケア委員会 

（８）ＤＭ委員会  

（９）救急・周術期・災害医療委員会 

（10）教育研修委員会 

 

第６条 総会は本会の最高の意志決定機関であり、正会員の過半数の出席を以て成立する。但し

委任状を含む。 

２．総会は年１回会長が招集する。但し、会長又は監事が必要と認めるときは臨時に招集すること

ができる。 

３．総会の議事は出席正会員の過半数の同意を以て議決される。 

 

第７条 理事会は会長、副会長、各部部長、監事、その他会長が必要と認める者で構成する。 

２．理事会の開催は総務部が会長、副会長の意向を確認後、決定し、会長が招集する。構成員

の過半数（委任状を含む）の出席を必要とし、その決定事項は総会に報告し承認を得なけ

ればならない。 

３. 緊急事項については、会長は理事会の意見を聞き仮決定する事が出来る。仮決定事項につ

いては、後日総会に報告し承認を得なければならない。 

 

第８条 薬剤部科長協議会とは常に連携を保ち、薬剤部科長協議会は支援機関として他部門協

議会等交流並びに薬剤部（科）運営上の情報交換を主として行う。 

 

（役 員） 

第９条 本会に次の役員を置く。 

    会長 １名、副会長 若干名、理事 若干名、監事 ２名 

 

第１０条 会長は本会を代表し、会務を総括する。 

２．副会長は会長を補佐し、会務を掌る。又、会長に事故あるときはその職務を代行する。 

３．理事は会長及び副会長を補佐し、会務を分掌する。 

 

第１１条 会長は全国国立病院薬剤部科長協議会中国四国支部長とする。 

２．副会長は会長が委嘱する。 

３．理事は各部部長とし、会長が委嘱する。 

４．理事は正会員のうちから若干名の委員を会長承認の下に指名して会を組織する。 

５．毎年総会翌日から翌総会日までを1期とし、役員の任期は2期とする。但し、再任を妨げない。

役員交替の場合の任期は前任者の残任期間とする。 

６．監事は総会において選出する。 

  



 

（会 計） 

第１２条 本会の運営等に必要な経費は会費その他を以て充てる。 

２．会費は総会において決定する。 

３．会計年度は４月１日から翌年の３月３１日までとする。ただし、会費納入の基準日は４月２日とす

る。 

４．総会において会計報告並びに監査報告を行う。 

 

（相互扶助） 

第１３条 相互扶助及び慶弔は下記のとおりとする。 

次の場合，慶弔電報を薬剤師会名で送る。 

          ・会員が死亡した時 

２．前項については会長に連絡があった場合に行う。 

   

（会則変更） 

第１４条 会則の変更は総会の議決を経なければならない。 

 

（暫定措置） 

第１５条 国または中国四国地方において非常事態、緊急事態が発生した場合、総会、理事会、

その他の集合開催については理事会構成委員で協議を行い決定する。 

２．暫定措置の期間は、国または中国四国地方の地方自治体の動向をみて理事会構成委員で

協議を行い決定する。 

 

 

附則 

この会則は平成４年９月５日から実施する。 

平成１４年 ９月 ７日一部改定 

平成１６年 ９月 ４日一部改定 

平成１７年 ９月 ３日一部改定（平成１８年４月１日実施） 

平成２１年 ４月１８日一部改定 

平成２６年 ４月１９日一部改定（平成２６年６月９日訂正） 

平成２８年 ４月１６日一部改定 

平成２９年 ４月１５日一部改定  

平成３０年 ４月１４日一部改定 

令和 ２年 ４月２５日一部改定 

令和 ３年 ４月２６日一部改訂 

令和 ５年 ５月１７日一部改訂 


